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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】電流クランプを測定機に取り付けた状態、又は
、測定機から離脱した状態で電流の測定が可能な電流ク
ランプ測定器を提供する。
【解決手段】電流クランプ測定器１００は、電流測定器
本体１１４と、離脱可能な電流クランプ１１０とを備え
る。電流測定器本体１１４及び電流クランプ１１０は、
電流クランプ１１０が電流測定器本体１１４から離脱可
能であって、電流クランプ１１０を、電流測定器本体１
１４に取り付けた状態であっても、電流測定器本体１１
４から離脱させた状態であっても、電流の測定が可能に
構成される。
【選択図】図２Ａ－２Ｂ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
  電流測定器本体と、
  電流クランプと
  を備え、
  前記電流測定器本体は、入力信号から電流測定値を算出動作可能な回路を含み、
  前記電流クランプは、前記電流測定器本体内に含まれている前記回路に電気的に接続さ
れ、電流を検出して、前記入力信号を供給し、
  前記電流測定器本体及び前記電流クランプは、前記電流クランプを前記電流測定器本体
から離脱可能であり、前記電流クランプを前記電流測定器本体に取り付けた状態であって
も、前記電流クランプを前記電流測定器本体から離脱させた状態であっても、前記電流ク
ランプを動作可能に構成されている
  ことを特徴とする電流クランプ測定器。
【請求項２】
  請求項１に記載の電流クランプ測定器であって、
  前記電流測定器本体は、
  第１のクランプ保持部材と、
  第２のクランプ保持部材と
  を備え、
  前記第１のクランプ保持部材及び前記第２のクランプ保持部材は、前記電流クランプが
前記電流測定器本体に取り付けられたときに、前記第１のクランプ保持部材と前記第２の
クランプ保持部材との間に、前記電流クランプが配置される領域を規定する
  ことを特徴とする電流クランプ測定器。
【請求項３】
  請求項２に記載の電流クランプ測定器であって、
  前記第１のクランプ保持部材、及び前記第２のクランプ保持部材は、
  取り付けられた前記電流クランプの一部分に係合するように構成されている
  ことを特徴とする電流クランプ測定器。
【請求項４】
  請求項２に記載の電流クランプ測定器であって、
  前記第１のクランプ保持部材、及び前記第２のクランプ保持部材は、
  前記電流クランプのレバー部分を露出させる切り欠き部をそれぞれ備えている
  ことを特徴とする請求項２に記載の電流クランプ測定器。
【請求項５】
  請求項２に記載の電流クレーム測定器であって、
  前記第１のクランプ保持部材、及び前記第２のクランプ保持部材はそれぞれ、個別の突
起部を備え、
  該個別の突起部は、前記電流クランプが前記電流測定器本体に取り付けられたときに該
電流クランプの開口部分から予め設定された距離を隔てるように、前記第１のクランプ保
持部材上及び前記第２のクランプ保持部材上に形成されている
  ことを特徴とする電流クレーム測定器。
【請求項６】
  請求項１に記載の電流クランプ測定器であって、
  前記電流クランプは、配線によって前記回路に電気的に接続され、
  前記電流測定器本体は、さらに、前記配線を巻き付け可能な部分を備えるように構成さ
れている
  ことを特徴とする電流クランプ測定器。
【請求項７】
  請求項６に記載の電流クランプ測定器であって、
  前記配線が巻き付けられる、前記電流測定器本体の前記部分は、前記配線が巻かれたと
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きに前記配線を受け入れる少なくとも１つの凹部を含んでいる
  ことを特徴とする電流クランプ測定器。
【請求項８】
  請求項１に記載の電流クランプ測定器であって、
  前記電流測定器本体に含まれている前記回路は、
  前記入力信号を受信するように構成された信号調整回路と、
  前記電流測定値を算出動作可能な処理装置と
  を備えることを特徴とする電流クランプ測定器。
【請求項９】
  電流プローブと、
  計器ハウジングであって、前記電流プローブを受け入れて、該電流プローブを離脱可能
に保持するように構成されたプローブ保持部材を備え、さらに、該プローブ保持部材が、
該電流プローブを該プローブ保持部材から離脱可能であり、該電流プローブを、該プロー
ブ保持部材に保持させても、該プローブ保持部材から離脱させても使用可能に構成された
、計器ハウジングと、
  該ハウジング内に配置され、前記電流プローブに接続された測定回路と
  を備えることを特徴とする手持ち式電気測定器。
【請求項１０】
  請求項９に記載の試験計器であって、
  前記プローブ保持部材は、本体から延在する、第１の部材と第２の部材とを備え、
  前記電流プローブは、前記第１の部材と前記第２の部材との間に保持される
  ことを特徴とする試験計器。
【請求項１１】
  請求項１０に記載の試験計器であって、
  前記第１の部材及び前記第２の部材の各々は、ガイドが形成された内面を備え、
  前記電流プローブは、前記第１の部材及び前記第２の部材によって保持されたときに、
前記ガイドに当接する
  ことを特徴とする試験計器。
【請求項１２】
  請求項９に記載の試験計器であって、
  前記電流プローブを前記試験回路に電気的に接続するように構成された配線をさらに備
え、
  前記ハウジングは、前記プローブ保持部材によって前記配線が保持されるときに、前記
配線を巻き付け可能な部分をさらに備えている
  ことを特徴とする試験計器。
【請求項１３】
  請求項１２に記載の試験計器であって、
  前記配線を巻き付け可能な前記部分は、該配線が巻き付けられたときに該配線を受け入
れる少なくとも１つの凹部を規定するように構成された、前記ハウジングの後部を備えて
いる
  ことを特徴とする試験計器。
【請求項１４】
  請求項９に記載の試験計器であって、
  前記プローブ保持部材は、前記保持された電流プローブに係合する部分を含んでいる
  ことを特徴とする試験計器。
【請求項１５】
  請求項９に記載の試験計器であって、
  前記電流プローブは、電流クランプを備えている
  ことを特徴とする試験計器。
【請求項１６】
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  請求項１５に記載の試験計器であって、
  前記電流クランプは、先細りの外形を有している
  ことを特徴とする試験計器。
【請求項１７】
  電流クランプ測定器を操作する方法であって、
  電流クランプ測定器のハウジングに離脱可能に取り付けられた電流クランププローブを
離脱させることと、
  第１の導体に前記電流クランププローブを取り付けることと、
  前記第１の導体内の第１の電流を測定することと、
  前記電流クランプを前記電流クランプ測定器のハウジングに再び取り付けることと、
  前記電流クランプを前記ハウジングに取り付けているときに、該電流クランプを第２の
導体に取り付けることと、
  前記第２の導体内の第２の電流を測定することと
  を備えることを特徴とする方法。
【請求項１８】
  請求項１７に記載の方法であって、
  前記電流クランプを前記電流クランプ測定器の前記ハウジングに再び取り付けることは
、前記電流クランプを前記ハウジングにおける複数の保持部材の間に配置させることを備
えている
  ことを特徴とする方法。
【請求項１９】
  請求項１８に記載の方法であって、
  前記電流クランプを前記電流クランプ測定器の前記ハウジングに再び取り付けることは
、前記電流クランプを前記ハウジングにおける複数の前記クランプ保持部材に係合させる
ことをさらに備えている
  ことを特徴とする方法。
【請求項２０】
  請求項１８に記載の方法であって、
  前記電流クランプを前記ハウジングに取り付けているときに、該電流クランプを第２の
導体に取り付けることは、該クランプを開けるために、該電流クランプにおけるレバーの
露出された部分に圧力を加えることを備えている
  ことを特徴とする方法。
【請求項２１】
  請求項１７に記載の方法であって、
  前記電流クランププローブに電気的に接続された配線を前記ハウジングの一部分に巻き
つけることをさらに備えている
  ことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本発明は、概して、電子試験ツールに関し、より具体的には、電流クランプ測定器であ
って、離脱可能な電流クランプを備え、電流クランプが測定機に取り付けられた状態、又
は、測定機から離脱された状態で電流の測定に使用可能な電流クランプ測定器に関する。
【背景技術】
【０００２】
  電流は、電流計を配線と直列に接続することによって測定可能である。しかし、多くの
場合、配線を取り外して電流計と接続することは不都合となり得る。例えば、配線は、他
の複数の配線と共に強固に束ねられている可能性があり、所望の配線を個別に取り外すこ
とは困難となり得る。別の不都合な例では、配線が接続される端子が都合よく配置されて
いなかったり、あるいはアクセスし難かったりして、電流計を直列接続するために配線を
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切断する必要がある。切断された配線の両端を測定が行われた後に再接続することは、時
間がかかることである上、その配線に比較的大きな電流が流れている状況下では危険とな
り得る。さらに言えば、配線の整合性が切断や再接続によって損なわれるので、信頼性に
係わる問題を引き起こす可能性がある。
【０００３】
  配線を取り外す必要がなく電流を測定するために、従来のマルチメータに接続されたク
ランププローブを用いることができる。クランププローブを開いて、配線をクランプ内に
挿入した後、クランプを閉じて電流の測定を行う。閉じたクランプは、強磁性体のコアを
含んでおり、クランプを閉じたときに、強磁性体のコアは、変圧器のコアに相当する。ク
ランプに挿通されている配線は、一次巻線に相当する。周知のように、配線内を流れてい
る電流は、変圧器のコア内に磁束を誘起し、続いて、変圧器の二次巻線内に電流を誘起す
る。このような物理現象を利用することで、二次巻線内に誘起された電流と、クランプさ
れた配線によって形成された変圧器の特性とに基づいて、クランプされている配線内の電
流の大きさや極性を測定できる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
  前述したように、クランププローブは、電流の測定を行うための電流測定機能を有する
マルチメータに接続できる。クランププローブは、一般的に、差込式端子に接続する配線
を介してマルチメータに接続される。この構成による利点は、クランププローブを配線に
クランプでき、技術者が測定値を都合よく視認できるように測定器を配置できることにあ
り、手の届き難い位置に配線が配置されているときに特に有用である。しかし、測定を行
う間、１つの手でクランプを所定の位置に置き、もう１つ別の手で測定器を持つため、測
定を行うのに、通常は２つの手を必要とする。その上、クランププローブは、マルチメー
タへの取り付け具なので、通常は、測定器から外して保管されるため、機器を持ち歩くと
きに不都合となる可能性があり、使用しないときに容易に置き忘れてしまう可能性もある
。
【０００５】
  プローブと測定器とが分離する構成の代わりとして、クランプが測定器の本体に組み込
まれるようにクランプ測定器が設計されていると、１つの手を使って測定を行うのに便利
となり得る。つまり、配線をクランプするためにクランプを開閉して、電流を測定するの
に、１つの手のみが使用される。その上、測定器の本体に組み込まれたクランプでは、ク
ランプを置き忘れる可能性や、機器を運ぶのにいかなる困難が生じる可能性がない。
【０００６】
  「片手式」クランプ測定器は、一般的に、測定を行うために測定器を配線にクランプし
た状態で、技術者が容易に表示部を視認可能な用途に好適である。しかし、配線に手が届
き難かったり、測定器が測定を行うのに適切な位置にあるときに、測定器の表示部が見難
くなるように配線が置かれている場合には、測定値の読み取りに問題が生じ得る。これら
の状況で測定を行うために、技術者は、表示部を見るのに十分な時間だけ自らを強制的に
不都合な位置に置くことで、表示部を迅速に確認することが可能であり、あるいは測定器
が表示部上に測定値を保持する機能を有する場合、技術者は、測定が行われた後に測定器
を不都合な位置または見難い位置から移動させ、保持された測定値を見ることが可能であ
る。これらの解決策は、明らかな不利点を有している。一方の事例では、技術者が、不都
合な位置にある測定器の表示部上の測定値を見ようと試みるときに、技術者は、身体的に
不快で潜在的に危険な位置に自らを置かなければならない。他方の事例では、クランプす
ることがそもそも困難な配線から測定器を取り外すことが不便であり、同じ配線から追加
的に測定を行うためにクランプ測定器を再びクランプしなければならない場合、多大な時
間を必要とする可能性がある。その上、始動電流の測定、あるいは断続的な電流負荷の検
出などといった実時間測定が望まれるところでは、連続して測定する間、測定器を所定位
置に保持しなければならない。
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【０００７】
  前述したようにマルチメータに接続されたクランププローブを用いるような遠隔式のク
ランププローブを備える測定器は、遠隔式のクランプで配線をクランプし、測定値を読み
取るのに都合のよい位置に測定器を配置することにより、手を届かせ難い位置または困難
な位置にある配線に係る問題に対処するために用いられ得る。しかし、前述した不利点に
加えて、これらの測定器は、片手測定を行うことが可能な用途における片手測定の利便性
にも欠けている。この問題に対する解決策は、技術者に両方のタイプの測定器を持たせる
ことで、各々の構成による利点を有することである。技術者に両方のタイプの測定器を持
たせることは、１回の測定を行うのに、通常、たった１つの測定器が使用されるにもかか
わらず、２つの異なる測定器を購入する必要があるため、コストのかかる解決策である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
  本発明の１つの局面は、電流測定器本体と電流クランプとを備える電流クランプ測定器
を提供することである。電流測定器本体は、入力信号から電流測定値を算出動作可能な回
路を含み、電流クランプは、電流測定器本体内に含まれる回路に電気的に接続され、電流
を検出して、入力信号を供給する。電流測定器本体及び電流クランプは、電流クランプが
電流測定器本体に取り付けられている状態であっても、電流クランプが電流測定器本体か
ら離脱されている状態であっても、電流クランプ測定器が動作できるように、電流クラン
プを電流測定器本体から離脱可能に構成されている。
【０００９】
  本発明の別の局面は、電流プローブと測定器ハウジングとを備える手持ち式電気測定器
を提供することである。ハウジングは、プローブ保持部材を備え、プローブ保持部材は、
電流プローブを受け入れて、電流プローブを離脱可能に保持するように構成され、プロー
ブ保持部材は、さらに、電流プローブを当該プローブ保持部材から離脱可能であるととも
に、電流プローブを当該プローブ保持部材により保持した状態であっても、当該プローブ
保持部材から離脱させた状態であっても使用できるように構成されている。
【００１０】
  本発明のまた別の局面は、電流クランプ測定器を操作するための方法を提供することで
ある。その方法は、電流クランプ測定器のハウジングに離脱可能に取り付けられた電流ク
ランププローブを離脱させることと、第１の導体に電流クランププローブを取り付けるこ
ととを含んでいる。第１の導体内の第１の電流は、測定される。その方法は、電流クラン
プ測定器のハウジングに電流クランプを再び取り付けることと、電流クランプがハウジン
グに取り付けられているときに、電流クランプを第２の導体に取り付けることと、第２の
導体内の第２の電流を測定することとをさらに含んでいる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１Ａ－１Ｂ】本発明の実施形態に係るクランプ測定器であって、測定器の本体内に収
容された電流クランプを備えるクランプ測定器の等角投影図である。
【図２Ａ－２Ｂ】電流クランプが離脱された、図１Ａ及び図１Ｂにおけるクランプ測定器
の等角投影図である。
【図３】本発明の実施形態に係るクランプ測定器の簡略化したブロック図である。
【図４Ａ－４Ｂ】電流クランプを取り付けられた、本発明の実施形態に係るクランプ測定
器の使用を図示している。
【図５】電流クランプを離脱された、本発明の実施形態に係るクランプ測定器の使用を図
示している。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
  本発明の十分な理解をもたらすために、特定の詳細を以下に説明する。しかし、本発明
がこれらの特定の詳細の範囲外で実施され得ることは、当業者にとって明らかであろう。
さらに、ここに記載された本発明の特定の実施形態は、例示目的で提供されるものであり
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、本発明の範囲をこれらの特定の実施形態に限定するために用いられるべきものではない
。他の例では、周知の、回路、制御信号、タイミングプロトコル、及びソフトウェア動作
を詳細に示さなかったが、それは本発明が不必要にわかり難くなるのを避けるためである
。
【００１３】
  図１Ａ及び図１Ｂは、本発明の実施形態に係るクランプ測定器１００を示す。以下でよ
り詳細に説明されるように、クランプ測定器１００は、クランプ測定器１００における回
路を収納するハウジング１１２から離脱可能な電流クランププローブ１１０を含んでいる
。クランププローブ１１０は、開口部１１１内に配置された配線内の電流を検出するため
の電流センサを含んでいる。電流センサの例は、当該技術分野で知られているような、変
流器などのようなホール効果デバイスとコイルを含んでいる。図１Ａ及び図１Ｂに示すよ
うに、クランププローブ１１０は、本体１１４から延設されたクランプ保持部材１２２，
１２６により概ね規定される凹部１２０内に配置される。クランプ保持部材１２２，１２
６は、クランププローブ１１０のレバー部１３０を露出させるための切り欠き部１２４，
１２８をそれぞれ備える。レバー部１３０が押圧されると、レバー部１３０によってクラ
ンププローブ１１０の顎部が開き、測定のために開口部１１１内に配線を受け入れる。ク
ランププローブ１１０は、バネ荷重されたデバイスであり、レバー部１３０を放すと直ち
にクランププローブ１１０が閉じることになる。このため、配線を開口部１１１内に配置
するとき、測定のために配線を保持するためにレバー部１３０を放すことが可能である。
配線は、レバー部１３０を押圧して、測定器１００を離脱させることにより開口部１１１
から放され得る。
【００１４】
  各クランプ保持部材１２２，１２６の内面は、凹部１２０内にクランププローブ１１０
を配置するのを容易にするためのガイド部１１８を任意に含み得る。一実施形態において
、クランププローブ１１０は、凹部１２０内に正しく配置されたときにガイド部１１８に
当接する。ガイド部１１８は、レバー部１３０に圧力が加わっているときに、クランププ
ローブ１１０の移動を防ぐようにさらに構成され得る。クランプ保持部材１２２，１２６
は、クランププローブ１１０が凹部１２０内に配置されるときに、開口部１１１からの所
定距離を触知させる指標をもたらすための突起部１２７を追加的に含み得る。クランププ
ローブ１１０は、当該クランププローブ１１０とクランプ保持部材１２２，１２６との間
において、締まりばめ式、スナップ式、或いは他の方式といった周知の技法を用いて、ク
ランプ保持部材１２２，１２６により保持され得る。使用される技法は、レバー部１３０
に圧力が加わっているときに、クランププローブ１１０を所定位置に保持するのに十分で
ありながらも、クランプ保持部材１２２，１２６から離脱させることができるものが好ま
しい。
【００１５】
  測定器１００の前側面上にあるのは、ユーザからの入力を受け付けると共にユーザに情
報を提供するためのユーザインターフェースである。図１Ａに示されたユーザインターフ
ェースは、例えば、測定値や、動作モード、デバイス及びバッテリの状態などの情報を表
示するための表示部１３２を含んでいる。ユーザインターフェースは、ユーザからの入力
を受け付けると共に、例えば測定器のオン／オフや、動作モードの選択、測定範囲の選択
、測定の実行といった測定器における機能を実行するために用いられ得る複数のボタン１
３４をさらに含んでいる。本実施形態においては、複数のボタン１３４を含んでいるもの
の、他の実施形態においては、例えば、ダイヤルや、サムホイール、スイッチなどの付加
的あるいは代替的なユーザ入力デバイスが用いられてもよい。さらに、ユーザ入力デバイ
スは、図１Ａに示されている位置とは異なる位置に配置されてもよい。本体１１４上に、
オプションとしてのライト１４０を含んでもよく、暗い環境下で配線の配置や配線のクラ
ンプを補助するために、クランププローブ１１０の方向を照らすようにライト１４０を配
置してもよい。ライト１４０は、例えば、フィラメント式光源や発光ダイオード（“ＬＥ
Ｄ”）光源などの従来の光源を使用できる。また同様に他のタイプの光源も使用可能であ
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る。ライト１４０は、複数のボタン１３４の１つを用いてスイッチがオン／オフされるよ
うに設計されてもよい。
【００１６】
  クランププローブ１１０は、ハウジング１１２に収納された回路に配線１１６を介して
電気的に接続されている。図３は、クランプ測定器１００内に含まれ得る電気回路の簡略
化したブロック図を示す。図３に示された電気回路は、一例として挙げられている。クラ
ンプ測定器１００内に含まれる回路は、従来の設計や工程を用いて測定器１００内に組み
入れられ得る。
【００１７】
  クランププローブ１１０は、配線１１６を介してコネクタ３１０に電気的に接続されて
いる。開口部１１１内に配置された配線内の電流の検出に応じてクランププローブ１１０
内の電流センサにより生成された電気信号は、コネクタ３１０を介して信号調整回路３２
０に供給される。信号調整回路３２０は、例えば、電気信号を、バッファリング、フィル
タリング、及び増幅することにより電気信号を調整する。処理装置３３０は、調整された
信号を受信し、電流測定値を算出する。処理装置３３０は、液晶ディスプレイ（“ＬＣＤ
”）を駆動する信号を生成して、算出された電流値を含む情報を表示する。図３には示さ
れてないが、処理装置３３０による処理の前に、調整された信号を、調整された信号を表
すデジタル情報に量子化するのに、アナログ－デジタル変換器（“ＡＤＣ”）が用いられ
る。複数のボタン１３４は、処理装置３３０へのユーザ入力のために設けられている。電
源３４０は、例えば、信号調整回路３２０や、処理装置３３０、ＬＣＤ１３２などの、測
定器１００における各種回路に電力を供給する。電源３４０は、一般的に、バッテリと、
測定器１００内の回路への電力供給を調整するための電源回路とを含んでいる。
【００１８】
  本発明の他の実施形態では、処理装置３３０は、コネクタ３１０内にさらに含まれる電
気端子（図示せず）に接続された試験プローブにより検出されたときに、他の電気的特性
についての測定値を算出動作可能である。例えば、電圧や抵抗の測定などのマルチメータ
の機能を測定器１００に組み入れてもよい。
【００１９】
  図１Ａ及び図１Ｂを参照すると、後部１５０に配線１１６を巻き付けることにより、配
線１１６がからまることなく整然と収容され得る。後部は、配線１１６が巻き付けられる
ときに配線１１６を受け入れる凹部１５６を形成するように構成されている。配線１１６
が後部１５０に巻き付けられて、クランププローブ１１０がクランプ保持部材１２２，１
２６内に配置されているときに配線１１６を所定位置に保持するために、オプションとし
ての溝部１６０を本体１１４に含んでもよい。本発明の一実施形態において、後部１５０
は、例えばバッテリの取り外しや取り付けなどのために測定器１００の電子機器へアクセ
スできるように、あるいは較正を行えるように、取り外し可能である。別の実施形態では
、後部１５０は、ハウジング１１２の他の部位と一体になっている。
【００２０】
  図２Ａ及び図２Ｂは、クランププローブ１１０がハウジング１１２から離脱されて、配
線１１６が完全に展開された状態の測定器１００を示す。クランププローブ１１０は、当
該クランププローブ１１０がハウジング１１２から離脱されたときに、開口部１１１から
の所定距離を触知させる指標をもたらすための突起部１２９を含んでいる。レバー部１３
０及び反対側のレバー部１３１に対向する圧力を加えることにより、クランププローブ１
１０の顎部を開くことができる。前述したように、クランププローブ１１０は、バネ荷重
され、レバー部１３０及び反対側のレバー部１３１を放すと直ちにクランププローブ１１
０の顎部が閉じることになる。
【００２１】
  図４Ａ、図４Ｂ、及び図５に示すように、測定器１００は、クランププローブ１１０を
凹部１２０内に配置した状態、あるいはクランププローブ１１０を離脱した状態で使用可
能である。このため、従来のように構成された２つのクランププローブ／測定器の利便性
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【００２２】
  図４Ａ及び図４Ｂは、クランプ保持部材１２２，１２６の間における所定位置にあるク
ランププローブ１１０の操作を示す。クランププローブ１１０が所定位置にある状態で、
配線４１０をクランプして測定することは、片手操作でなし得る。図４Ａに示すように、
配線４１０をクランプするために、片方の手の親指あるいは１つの指を用いてレバー部１
３０を押圧することにより、クランププローブ１１０は操作され得る。レバー部１３０が
放されると、図４Ｂに示すように、クランププローブ１１０は、配線４１０を保持する。
必要があれば、複数のボタン１３４は、測定の間、同じ手の親指あるいは複数の指を用い
て押下され得る。片手操作は、配線がクランプされるときに表示部１３２が視認可能であ
り、配線が容易にアクセス可能な状況において便利である。
【００２３】
  図５に示されているように、図５は、クランププローブ１１０を離脱させた状態の測定
器１００の操作を示している。クランププローブ１１０がハウジング１１２から離脱され
、配線１１６が後部１５０から解かれた状態で、クランププローブ１１０は、不都合な位
置にある配線４２０をクランプすることができ、ハウジング１１２は、表示部１３２が容
易に視認可能な位置に配置される。この方法では、初回の測定が行われた後に、クランプ
された配線４２０を測定器１００から取り外す必要がなく、同じ配線から次の測定が行わ
れる場合に時間と労力とが節約される。
【００２４】
  クランプ測定器１００の実施形態において、クランププローブ１１０は、「先端」へと
わずかに細くなっていくように図示されているので、他の配線と束ねられ得る配線のクラ
ンプを容易にする。しかし、他の形状のクランププローブは、別の実施形態において使用
され得る。例えば、より弓形状の顎部を有する、あるいはより大きな開口部を有するクラ
ンププローブは、より大きな径の配線を受け入れるのに使用可能、もしくは各配線が十分
に間隔をあけていて、容易にクランプすることが可能な用途に使用可能である。異なった
形状のクランププローブであっても、片手操作のためにクランププローブを取り付けた状
態で測定を行うのか、あるいはクランププローブを離脱させた状態で測定を行うのかを選
択することは、それでもやはり望ましい。その理由は、二重用途の構成によって、測定の
間、表示部を都合よく配置することができるからである。
【００２５】
  本発明の特定の実施形態が例示目的のためにここに記載されたが、本発明の精神及び本
発明の範囲から逸脱することなく、種々の変更がなされ得ることは、上述から理解される
であろう。したがって、本発明は、添付の特許請求の範囲によって限定される場合を除き
、限定されるものではない。
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【図１Ａ－１Ｂ】 【図２Ａ－２Ｂ】

【図３】 【図４Ａ－４Ｂ】
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【図５】

【手続補正書】
【提出日】平成24年6月29日(2012.6.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の端部と第２の端部とを有する配線と、
　前記配線の前記第１の端部に一体に接続された電流クランププローブと、
　測定回路であって、前記配線の前記第２の端部に一体に接続されることで、前記電流ク
ランププローブが前記測定回路に接続される、測定回路と、
　計器ハウジングであって、前記電流クランププローブを受け入れて、該電流クランププ
ローブを離脱可能に保持するように構成されたプローブ保持部材を備え、該プローブ保持
部材が、さらに、該電流クランププローブを該プローブ保持部材から離脱可能に構成され
、該電流クランププローブが、該プローブ保持部材に保持されたときも、該プローブ保持
部材から離脱されたときも、前記配線を介して動作を維持し、前記測定回路と前記配線の
前記第２の端部とが、前記計器ハウジング内に収容されている、計器ハウジングと
　を備える、手持ち式電気測定器。
【請求項２】
　請求項１に記載の手持ち式電気測定器であって、
　前記プローブ保持部材は、前記計器ハウジングから延在する、第１の部材と第２の部材
とを備え、
　前記電流クランププローブは、前記第１の部材と前記第２の部材との間に保持されるよ
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うに構成されている、手持ち式電気測定器。
【請求項３】
　請求項２に記載の手持ち式電気測定器であって、
　前記第１の部材及び前記第２の部材は、前記電流クランププローブが前記計器ハウジン
グに取り付けられたときに、前記第１の部材と前記第２の部材との間に、前記電流クラン
ププローブが配置される領域を規定している、手持ち式電気測定器。
【請求項４】
　請求項２に記載の手持ち式電気測定器であって、
　前記第１の部材及び前記第２の部材の各々は、ガイドが形成された内面を有し、
　前記電流クランププローブは、前記第１の部材及び前記第２の部材によって保持された
ときに、前記ガイドに当接する、手持ち式電気測定器。
【請求項５】
　請求項２に記載の手持ち式電気測定器であって、
　前記第１の部材、及び前記第２の部材はそれぞれ、個別の突起部を備え、
　該個別の突起部は、前記電流クランププローブが前記計器ハウジングに取り付けられた
ときに該電流クランププローブの開口部分から予め設定された距離を隔てるように、前記
第１の部材上及び前記第２の部材上に形成されている、手持ち式電気測定器。
【請求項６】
　請求項１に記載の手持ち式電気測定器であって、
　前記計器ハウジングは、前記プローブ保持部材によって前記配線が保持されるときに、
前記配線を巻き付け可能な部分を備えている、手持ち式電気測定器。
【請求項７】
　請求項６に記載の手持ち式電気測定器であって、
　前記配線を巻き付け可能な前記部分は、該配線が巻き付けられたときに該配線を受け入
れる少なくとも１つの凹部を規定するように構成された、前記計器ハウジングの後部を備
えている、手持ち式電気測定器。
【請求項８】
　請求項１に記載の手持ち式電気測定器であって、
　前記プローブ保持部材は、前記電流クランププローブが前記計器ハウジングに取り付け
られたときに前記電流クランププローブのレバー部分を露出するように構成されている、
手持ち式電気測定器。
【請求項９】
　請求項８に記載の手持ち式電気測定器であって、
　前記電流クランププローブは、バネ荷重されている、手持ち式電気測定器。
【請求項１０】
　請求項９に記載の手持ち式電気測定器であって、
　前記電流クランププローブの前記レバー部分を放すことによって、前記電流クランププ
ローブが閉じる、手持ち式電気測定器。
【請求項１１】
　請求項１に記載の手持ち式電気測定器であって、
　前記電流クランププローブは、先細りの外形を有している、手持ち式電気測定器。
【請求項１２】
　請求項１に記載の手持ち式電気測定器であって、
　前記測定回路は、
　入力信号を受信するように構成された信号調整回路と、
　電流測定値を算出動作可能な処理装置と
　を備える、手持ち式電気測定器。
【請求項１３】
　電流クランプ測定器を操作する方法であって、
　前記電流クランプ測定器のハウジングに離脱可能に取り付けられた電流クランププロー
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ブを離脱させることであって、前記電流クランププローブが配線の第１の端部に一体に接
続され、測定回路が前記配線の第２の端部に一体に接続されることで、前記電流クランプ
プローブが前記測定回路に接続され、該測定回路と前記配線の前記第２の端部とが前記ハ
ウジング内に収容されている、前記電流クランプ測定器のハウジングに離脱可能に取り付
けられた電流クランププローブを離脱させることと、
　前記電流クランププローブを前記ハウジングから離脱させているときに、該電流クラン
ププローブを用いて、第１の電流を測定することと、
　前記電流クランププローブを前記ハウジングに再び取り付けることと、
　前記電流クランププローブを前記ハウジングに取り付けているときに、第２の電流を測
定することであって、該第２の電流が、前記第１の電流を測定するのに使用される同一の
電気経路を使用して測定される、第２の電流を測定することと
　を備える、方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の方法であって、
　前記電流クランププローブを前記ハウジングに再び取り付けることは、前記電流クラン
ププローブの少なくとも一部分を前記ハウジングにおける複数のクランプ保持部材の間に
配置することを備える、方法。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の方法であって、
　前記電流クランププローブを前記ハウジングに再び取り付けることは、さらに、前記電
流クランププローブの少なくとも一部分を前記ハウジングにおける前記複数のクランプ保
持部材に係合させることを備える、方法。
【請求項１６】
　請求項１４に記載の方法であって、
　さらに、
　前記電流クランププローブを前記ハウジングに取り付けているときに、該電流クランプ
プローブを開けるために、前記電流クランププローブにおけるレバーの露出された部分に
圧力を加えることを備える、方法。
【請求項１７】
　請求項１３に記載の方法であって、
　さらに、
　前記配線を前記ハウジングの一部分に巻き付けることを備える、方法。              
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